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届
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二
件
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）
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見
の
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平
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山
口
県
家
畜
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工
授
精
師
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習
会
の
開
催
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畜
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振
興
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）
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築
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○
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告
示

犯
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被
害
者
等
早
期
援
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団
体
の
変
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届
出
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

中
野
⑶
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

宇

部

市

東

須

恵

下

河

内

六
一
八
の
二

一
号

〃

〃

上

中

野

六
二
四
の
一

二
号

〃

〃

新

屋

敷

六
四

三
号

〃

〃

〃

五
八

四
号

〃

〃

〃

五
四

五
号

〃

〃

下

河

内

六
二
三

六
号

〃

〃

〃

六
二
二

七
号

〃

〃

〃

六
二
〇
の
一

八
号

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

下
松
市
楠
木
町
一
丁
目
三
二
四
の
七

四
・
〇～

五
・
〇

六
六
・
四
平
成
二
九
、

九
、
一
九

山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山

口
市
黄
金
町
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
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一

市
街
地
再
開
発
組
合
の
名
称

山
口
市
黄
金
町
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

施
行
地
区

山
口
市
黄
金
町
の
一
部

三

事
務
所
の
所
在
地

山
口
市
道
場
門
前
一
丁
目
一
番
一
八
号

四

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日

五

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

六

変
更
の
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

公

告

（
二
六
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
小
郡

所
在
地

山
口
市
小
郡
前
田
町
二
の
一

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会

社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
五
番
一
号

柳
井

隆
博

Ｊ
Ａ
三
井
リ
ー
ス
建
物
株
式

会
社

東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
一
三
番
一
号

保
㟒

隆
行

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

大
門

淳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

白
石

正

柳
井

隆
博

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日

（
二
六
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
五
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

働
部
商
政
課
及
び
平
生
町
役
場
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
平
生

所
在
地

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
八
八
の
三

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

三
井
住
友
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
＆

リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号

橘

正
喜

平
生
町

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
二
一
〇
の
一

山
田

健
一

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

川
村

嘉
則

橘

正
喜

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

二
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五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

（
二
六
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
五
月
十
六
日
山
口
県
公
告
（
一
五
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
山

口
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
松
美
町
店

所
在
地

山
口
市
松
美
町
七
の
一

二

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
及
び
廃
棄
物
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

（
二
六
九
）
平
成
二
十
九
年
度
山
口
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
の
開
催

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
九
年
度
山
口
県
家
畜
人
工
授
精
師
養
成
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
会
の
種
別

家
畜
人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会

二

開
催
場
所

防
府
市
大
字
牟
礼

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
農
業
担
い
手
支
援
部

美
袮
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
畜
産
技
術
部

三

開
催
期
間

平
成
二
十
九
年
十
一
月
六
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
六
日
（
水
曜
日
）
ま
で

四

受
講
者
の
定
員

十
五
人

五

講
習
に
係
る
家
畜
の
種
類

牛

六

講
習
科
目

区

分

科

目

学
科

一
般
科
目

畜
産
概
論

家
畜
の
栄
養

家
畜
の
飼
養
管
理

家
畜
の
育
種

関
係
法
規

専
門
科
目

生
殖
器
解
剖

繁
殖
生
理

精
子
生
理

種
付
け
の
理
論

人
工
授
精

実

習

家
畜
の
飼
養
管
理

家
畜
の
審
査

生
殖
器
解
剖

発
情
鑑
定

精
液
精
子
検
査
法

人

工
授
精

七

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
十
月
十
九
日
（
木
曜
日
）

八

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
申
込
書
を
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
を

経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

九

受
講
者
の
決
定

受
講
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
本
人
に
通
知
す
る
。

十

受
講
手
数
料

一
万
八
千
四
百
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。

こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

十
一

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
農
林
水
産
部
畜

産
振
興
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
四
三
四
）
又
は
最
寄
り
の
家
畜
保
健
衛
生
所
に
す
る
こ

と
。

（
二
七
〇
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
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一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
望
町
一
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

堺
市
西
区
浜
寺
石
津
町
西
三
丁
四
番
二
五
号

有
限
会
社
サ
ン
ク
リ
エ
イ
ト

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

犯
罪
被
害
者
等
早
期
援
助
団
体
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
益
社
団
法
人
山
口
被
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
三
日

山
口
県
公
安
委
員
会

変
更
事
項

変

更

内

容

変

更

年

月

日

変

更

後

変

更

前

住

所

山
口
市
小
郡
新
町
一
丁
目

一
五
番
一
号

山
口
市
小
郡
下
郷
一
五
六

〇
の
二
一

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

援
助
事
業
を

行
う
事
務
所

の
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